
認　定　手　続　き　の　流　れ
　

　

　

認定低炭素建築物　
　

　

申請者（建築主） 

変更認定通知書の交付 

所管行政庁 

（金沢市建築指導課） 

※計画を変更する場合 
変更認定申請（法第55条1項） 

変更認定の通知（法第54条1項） 

適合 

報告（法56条） 

認定しない旨の通知（法第54条1項） 

建築工事が完了した旨の報告 

助言・指導・改善命令 
助言・指導（法59条） 

改善命令（計画に従っていない場合） 
（法57条） 

完了した旨の報告（法第56条） 

認定の取り消し 

認定取消通知（法58条） 

取りやめる旨の申出 

報告の徴収（法56条） 

建築主事 

（金沢市建築指導課） 

依頼書 

適合証 

認定の通知（法第54条1項） 

適合 

確認申請 

認定申請（法第53条1項） 

※確認申請を同時に申請する場合 ※審査機関に技術的審査を依頼した場合 

認定しない旨の通知書の交
不適合 

新築等開始 

新築等完了時 

※計画の変更がない場合 
報告（法第56条） 

認定建築主変更の届出 
認定建築主変更届（技術的助言） 

所有権など変更

認定通知書の交付 

申請受付 

認定申請書 

（低炭素建築物新築等計画） 

（設計内容説明書） 
（適合証）（確認済証） 

確認申請書 

適合審査 

建築工事完了報告書 

認定建築物の所有権等の変更 

変更認定申請書 

（低炭素建築物新築等計画） 

認定低炭素建築物 
新築等 

申請受付 

報告の徴収 

新築等の状況に関する報告 

                               助言 
                               指導 

                                     改善命令 

適合審査 

適合審査 

審査機関 

（登録住宅性能評価機関） 
（登録建築物調査機関） 申請受付 


